
 

             年税第29号 地第163号 介第55号 

令 和 元 年 7 月 3 1 日 

都道府県医師会 

担当理事 殿 

                       公益社団法人日本医師会     

                       常任理事 小玉 弘之     

 

中小企業庁・経済産業省所管の設備投資に係る税制措置について（情報提供） 

 

 昨年12月14日に決定されました平成31年度税制改正大綱（自由民主党・公明党）における、本会

税制要望の実現項目につきまして、平成31年1月10日付け都道府県医師会長宛通知文「平成31年度税

制改正について」（日医発第1100号）でご案内しておりますが、上記実現項目のうち、中小企業庁

所管の設備投資に係る税制措置（「中小企業が行った防災・減災設備への投資に係る特別償却制度

の創設」、「中小企業経営強化税制の適用期限延長」、「中小企業投資促進税制の適用期限延長」、

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用期限延長」）については、別添の資料１、資料

２、参考資料１の通り、具体的内容が示されましたのでご案内申し上げます。 

また、平成30年度税制改正で措置された「生産性向上特別措置法による固定資産税軽減措置」及

び「コネクテッド・インダストリーズ税制（ＩｏＴ税制）」につきましても、中小企業庁・経済産

業省所管の設備投資に係る税制措置として、別添の資料３、資料４、参考資料１の通り、改めてご

案内申し上げます。 

これらの制度概要及び留意点につきましては参考資料１にまとめており、参考資料２にその他の

制度も含めイメージ図としましたので、併せてご参照ください。  

 つきましては、各税制措置の詳細については税理士等の専門家に事前にご確認されますよう、そ

の旨も併せて、貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。 

 なお、設備投資に係る税制措置についての関連情報としまして、平成31年4月10日付け都道

府県医師会担当理事宛通知文「地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度に

ついて」（年税第7号・地第23号・健一第31号）、令和元年5月8日付け都道府県医師会担当

理事宛通知文「医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度につ

いて（情報提供）」（年税第10号・健一第52号）も併せてご参照ください。 

 

[添付資料] 

○ 資料１ 中小企業が行った防災・減災設備への投資に係る特別償却制度（中小企業防災・減

災投資促進税制）、事業継続力強化計画事業者向けリーフレット （中小企業庁） 

○ 資料２ 中小企業経営強化税制、ＰＲ用チラシ （中小企業庁） 

○ 資料３ 生産性向上特別措置法による固定資産税軽減措置、ＰＲ資料 （中小企業庁） 

○ 資料４ コネクテッド・インダストリーズ税制、ＰＲ用チラシ （中小企業庁） 

 

○ 参考資料１ 中小企業庁・経済産業省所管の設備投資に係る税制措置の概要 （日本医師会） 

○ 参考資料２ 医療・介護からみた設備投資減税の概要（イメージ） （日本医師会） 

      ※本通知文でご案内している税制措置は参考資料２中の②～⑥ 
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認定を受けると…

支援の流れについて詳しくは、裏面へ！

認定企業の事例

中小企業者の設備投資などをサポート！
「稼ぐ力」を後押しします！

「経営力向上計画」で

株式会社 三松（福岡県） 和田酒造合資会社（山形県）

支援

1
支援

２
税制優遇

即時償却又は税額控除
が利用できます。

金融支援
低利融資や信用保証などの

支援措置により、
資金調達がスムーズに。

サービス業の方にも使える支援措置を拡充しました

金属板の板金加工、機械装置組立を行う会
社が、中小企業等経営強化法に基づく支援措置
を活用し、今後成長が見込める医療・食品分
野向けのクリーン設備導入等を通し、生産性
の向上を図る。（製造業）

コメント

中小企業等経営強化法に基づく支援策を
受けて、成長分野への投資を加速すること
ができます。経営力向上計画を一歩一歩実
行していき、生産性の向上を目指していきま
す。

1797年の創業以来地元に密着した清酒の製
造を行っている会社が、県外への出荷や海外
への積極的な輸出に取組むため、中小企業等
経営強化法に基づく支援措置を活用し、品質
の維持向上のための各種装置を導入する。（清
酒製造）

コメント

海外需要の取り込み、地元農家とコラボした
県外への商品出荷のためには品質維持につ
ながる機械投資が必要でした。私たちにとっ
ては大きな投資でしたので、税制優遇の支援
措置を受けることができ、とても助かっていま
す。
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中小企業等経営強化法による支援の流れ

経営力向上計画を

策定

「経営力向上計圃」とは

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等
により、事業者の生産性を向上させるための計画です。
自社の強み ・ 弱みや経営状況、労働生産性などの目標、それ
に向けた取組などを記載します。 11111 
本計画の概要や申請の手引きは、以下のページに掲載しております。

経営革新等支援機関

などがサポ ー ト

― Pヒ竺三」

計画策定にあたってはお近くの支援機関にご相談ください。

Pl 経営革新等支援機関I― 

I� 

IL! 竺k

■1"""1巨l

闊

"' 
事業分野ごとの担当省庁に事業分野別指針等にのっとって策定した計画を提出し、
認定を受けます。提出は郵送でも受け付けています。
詳しくは中小企業庁ホームページでご確認ください。

新たに取得した機械装置等の一定の設備について支援措置があります。

"'

対象設備：令和３年3月31日までに導
利用できる方：資本金1億円以下の法
要件：生産性が年平均1%以上向上す

中小企業向け：信用保証協会による信
中堅企業向け：独立行政法人中小企業

"' 
お問合せ先 罷t営力向上

TEL:03-
（平日9:30-12:0
中小企業庁事業環境部

― p� 竺三」

一 薗

一

一一

●中小企業経営強化税制（法人税 所得税）の活 り、即時償却又は最大で10%の
税額控除が可能です。
用によ
入した対象設備
人、個人事業主など 
る設備であることなど

用保証の枠の拡大 など
基盤整備機構の債務保証 など

以上のような様々な支援が受けられます。

計画相談窓口

3501-1957 
0,13:00-17:00) 
企画課

IC! 竺ヽ 瓢

一

一



上記制度のお問い合わせ先、
優遇措置の対象となる補助金は、裏面をご覧下さい

中小企業の設備投資を支援します!

2020年までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革

命を実現するため、2018年６月に施行された「生産性向上特別措置法」に基づ

き、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。

認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・異例の措置として、地方税

法において償却資産に係る固定資産税の特例を講じます。

市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が
最大３年間ゼロ*になります

*課税標準を市町村の条例で定める割合（ゼロ～１／２）を乗じて得た額とする

国
（導入促進指針の策定）

市区町村
（導入促進基本計画の策定）

中小企業*
（先端設備等導入計画の策定）

協議

申請

同意

認定

*中小企業等経営強化法第２条第１項に規定する中小企業者が対象。ただし、固定資産税の特
例を利用できるのは、資本金１億円以下の法人等（大企業の子会社を除く）に限ります。

「導入促進基本計画」の同意を受けた
市区町村において新たに設備を導入す
る中小企業者が対象

１

年平均３％以上の労働生産性の向上を
見込む「先端設備等導入計画」の認定
を受けた設備投資（詳細下記）が対象

2

商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供する設備であって、
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する下記設備

【減価償却資産の種類（最低取得価額／販売開始時期）】
◆機械装置（１６０万円以上／１０年以内）
◆測定工具及び検査工具（３０万円以上／５年以内）
◆器具備品（３０万円以上／６年以内）
◆建物附属設備（償却資産として課税されるものに限る）（６０万円以上／１４年以内）

〇対象設備（固定資産税の特例）

固定資産税の特例率をゼロと措置した
地域で本措置対象の中小企業者は、各
種補助金において優遇措置の対象

３

（注）市区町村により 異なる場合があります

POINT!【生産性向上特別措置法】

miyazawa
テキストボックス
資料３



本制度のお問い合わせ先

担当課 連絡先（直通）

北海道経済産業局 中小企業課 011-709-3140

東北経済産業局 経営支援課 022-221-4806

関東経済産業局 中小企業課 048-600-0394

中部経済産業局 中小企業課 052-951-2748

電力・ガス事業北陸支局 産業課 076-432-5401

○先端設備等導入計画の申請に係る問い合わせ先は、新たに導入する設備が所在する市区町村となります。
○本制度全体に係る問い合わせは、下記までお問い合わせください。
○各種補助金の問い合わせ先につきましては、各種補助金のHP等をご覧ください。

担当課 連絡先（直通）

近畿経済産業局 中小企業課 06-6966-6023

中国経済産業局 中小企業課 082-224-5661

四国経済産業局 産業振興課 087-811-8523

九州経済産業局 中小企業課 092-482-5447

沖縄総合事務局 中小企業課 098-866-1755

補助率アップや優先採択（審査時の加点）の
対象となる補助金一覧 （2019年4月現在）

本制度に基づき先端設備等導入計画の認定を受けた事業者は、一定の条件を満たす場合に補
助率アップや優先採択（審査時の加点）を行います。対象となる予定の補助金における公募時
期等の詳細情報や問い合わせ先等については、各補助金のHP等をご覧ください。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（一般型・小規模型）

中小企業・小規模事業者等が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改
善を行う際の設備投資等を支援

加点 補助率アップ 公募期間

○ １／２ → ２／３ 平成３１年２月１８日～平成３１年５月８日

お問い合わせ先：全国中小企業団体中央会（地域事務局：各都道府県中小企業団体中央会）

ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業（連携型）

複数の中小企業・小規模事業者等が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロ
セス改善を連携し行う際の設備投資等を支援

加点 補助率アップ 公募期間

○ １／２ → ２／３ 平成３１年４月 公募開始予定

お問い合わせ先：全国中小企業団体中央会

サービス等生産性向上IT導入支援事業

中小企業等の生産性向上のため、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール（ソフトウェア、
アプリ、クラウドサービス等）の導入を支援

加点 公募期間

○ 平成３１年５月 公募開始予定

お問い合わせ先：決まり次第公表

ものづくり補助金

IT導入補助金
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中小企業庁・経済産業省所管の設備投資に係る税制措置の概要 

  

1.中小企業が行った防災・減災設備への投資に係る特別償却制度（中小企業防災・減災投資促進税

制）（所得税･法人税）  平成３１年度改正で創設 

（関連資料：資料１、参考資料２） 

① 概要 

中小企業者が、中小企業等経営強化法の認定を受けた事業継続力強化計画に従って取得した

一定の設備等について取得価額の２０％の特別償却が適用できます。 

② 適用期限：令和3年3月31日 

③ 中小企業者とは 

下記のいずれかに該当する、中小企業等経営強化法第50条第1項又は第52条第1項の認定を受

けた同法の中小企業者（注）。 

 資本金若しくは出資金の額が１億円以下の法人 

 資本若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 

 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 

 協同組合等 

（注）医療法人・社会福祉法人・学校法人・公益法人・一般法人などの非営利法人は、適用対象

外となります。 

④ 対象設備 

減価償却資産の種類 

（価格要件） 

対象となるものの用途又は細目 

機械装置 

（１００万円以上） 

自家発電機、排水ポンプ、制震・免震装置、浄水装置、揚水ポンプ

（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減

に資する機能を有するものを含む。） 

器具備品 

（３０万円以上） 

全ての設備 

建物附属設備 

（６０万円以上） 

自家発電機、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電

力供給自動制御システム、照明設備、貯水タンク、浄水装置、排水

ポンプ、揚水ポンプ、火災報知器、スプリンクラー、消火設備、排

煙設備、格納式避難設備、止水板、制震・免震装置、防水シャッタ

ー、防火シャッター 

（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減

に資する機能を有するものを含む。） 

 ⑤詳細は、中小企業庁のホームページ「事業継続力強化計画」

（ https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm ）をご参照ください。 

 

 

参考資料１ 
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２．中小企業経営強化税制（所得税･法人税） 平成３１年度改正で延長 

（関連資料：資料２、参考資料２） 

① 概要 

中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備

を新規取得等し、指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除（＊）を選択適用でき

ます。 

＊取得価額の10％（資本金又は出資金の額が3,000万円超 1億円以下の法人は7％） 

② 適用期限：令和3年3月31日 

③ 中小企業者等とは 

 資本金若しくは出資金の額が１億円以下の法人 

 資本若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 

 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 

 協同組合等（中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」に該当するも

のに限る） 

④ 対象設備 

 生産性向上設備 

（A類型：工業会等証明） 

収益力強化設備 

（B類型：経済産業省経済産業局確認） 

要件 生産性が旧モデル比年平均 1%以上向上する設

備 

投資利益率が年平均 5%以上の投資計画に係

る設備 

対象設備  機械装置（160万円以上／販売開始10年

以内） 

 測定工具及び検査工具（30万円以上／販売

開始5年以内） 

 器具備品（30万円以上／販売開始6年以

内）（注1） 

 建物附属設備（60万円以上／販売開始14

年以内）（注2） 

 ソフトウェア（情報収集機能及び分析・指

示機能を有するもの）（70万円以上／販売

開始5年以内） 

 機械装置（160万円以上） 

 工具（30万円以上） 

 器具備品（30万円以上）（注1） 

 建物附属設備（60万円以上）（注2） 

 ソフトウェア（70万円以上） 

（注1）医療機器については、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。 
（注2）医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。 
※ 医療保健業を行う事業者については、対象設備から、器具備品のうち医療機器が除外され

るとともに、建物附属設備が除外されます。 

⑤ 詳細は、中小企業庁のホームページ「経営強化法による支援」

（ https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html ）をご参照ください。 
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３．中小企業投資促進税制（所得税・法人税）  平成３１年度改正で延長 

（関連資料：参考資料２） 

① 概要 

中小企業者等が、機械装置等を導入した場合に、取得価額の30％の特別償却又は7％税額控除

（＊）が選択適用できます。 

＊資本金又は出資金の額が3,000万円超1億円以下の法人は、税額控除の適用なし。 

② 適用期限：令和3年3月31日 

③ 中小企業者等とは 

 資本金若しくは出資金の額が１億円以下の法人 

 資本若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 

 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 

 協同組合等 

④ 対象業種 

サービス業（物品賃貸業及び娯楽業（映画業を除く）を除く）、卸売業、小売業、製造業等 

※対象業種に、医療業と介護事業も含まれます。 

⑤ 対象設備 

 機械装置で１台又は1基の取得価額が160万円以上のもの 

 測定工具及び検査工具で1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上 

 ソフトウエア（複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレー

ティングシステムなどの一定のものは除く）で次に掲げるいずれかのもの 

(ア) 一つのソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの 

(イ) その事業年度において事業の用に供したソフトウエアの取得価額の合計額が70万円

以上のもの 

 普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) 

 内航海運業の用に供される船舶（取得価額の75%以上が対象） 

⑥ 詳細については、中小企業庁のホームページ「中小企業投資促進税制」

（ https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeis

ei.htm ）をご参照ください。 

 

 

４.商業・サービス業・農林水産業活性化税制（所得税・法人税） 平成３１年度改正で延長 

（関連資料：参考資料２） 

① 概要 

商業･サービス業等を営む中小企業者等が、経営改善に資する設備を取得した場合に、取得

価額の30％の特別償却又は7％税額控除(*)が選択適用できます。 

＊資本金又は出資金の額が3,000万円超1億円以下の法人は、税額控除の適用なし。 

② 適用期限：令和3年3月31日 

③ 中小企業者等とは 

 資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人 

 資本若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 
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 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 

 協同組合等 

③ 対象業種 

サービス業（駐車場業、娯楽業（映画業を除く）、医療業を除く）、卸売業、小売業等 

  ※対象となる業種については、「主たる事業」でない場合でも適用可能。例えば医療機関が介

護事業のために設備を導入し、「主たる事業」である医療業とは別の事業（「従たる事業」）であ

る介護事業のためにその設備を使用する場合、適用を受けることができる。また、「主たる事

業」と「従たる事業」の両方にその設備を使用する場合においても、その設備を使用する事業

のいずれかが税制の対象に該当していれば、適用を受けることが可能。例えば、「主たる事

業」である医療業と「従たる事業」である介護事業の両方にその設備を使用する場合において

も、適用を受けることができます。 

④ 対象設備 

認定経営革新等支援機関等（商工会議所等）による、経営改善に関する指導に伴って取得する

下記の設備。 

 器具備品で１台 30 万円以上 

 建物附属設備で 1 台 60 万円以上 

⑤ 詳細については、中小企業庁のホームページ「商業・サービス業の設備投資を応援します（商業・

サービス業・農林水産業活性化税制）」

（ https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm ）をご参照ください。 

 

５.生産性向上特別措置法による固定資産税軽減措置  平成３０年度改正で創設 

（関連資料：資料３、参考資料２） 

①概要 

導入促進基本計画の同意を受けた市町村に所在している中小企業者(従業員1,000人以

下の個人、資本・出資の金額が1億円以下の法人（注１）など)が、先端設備等導入計画の

認定を受けた一定の設備（先端設備等）を新規取得した場合、固定資産税が３年間にわた

りゼロ～２分の１（市町村の条例で定める割合）に軽減されます。 

（注１）医療法人・社会福祉法人・学校法人・公益法人・一般法人などの非営利法人は適

用対象外となります。 

②適用期限：令和3年3月31日 

③先端設備等（市町村により異なる場合がある） 

次の表の対象設備のうち、以下の２つの要件を満たすもの 

 ・一定期間内に販売されたモデル（最新モデルである必要はない）（中古品は対象外）。 

 ・生産性の向上に資するものの指標（生産効率、エネルギー効率、精度など）が旧モデルと

比較して年平均１％以上向上している設備。 
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（対象設備） 

設備の種類 用途又は細目 

最低価額 

（１台１基又は 

一の取得価額） 

販売開始 

時期 

機械装置 全て 160万円以上 10年以内 

工具 測定工具及び 

検査工具 

30万円以上 5年以内 

器具備品 全て 30万円以上 6年以内 

建物附属設備（注２） 全て 60万円以上 14年以内 

 （注２）償却資産として課税されるものに限る。 

④本制度は、実施するか否か及びその内容について、市町村が決定する仕組みとなっているた

め、市町村ごとに制度の内容等が異なります。 

⑤詳細については、中小企業庁のホームページ「生産性向上特別措置法による支援」

（ https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html ）をご参照ください。 

 

６.コネクテッド・インダストリーズ税制（ＩｏＴ税制）（所得税・法人税） 

 平成３０年度改正で創設 

（関連資料：資料４、参考資料２） 

①概要 

一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上

させる取組みについて、それに必要となるシステムや、センサー・ロボット等（ソフトウェ

ア・器具備品・機械装置）の導入（最低投資合計額5,000万円）に対して、特別償却３０％

又は税額控除３％（賃上げを伴う場合は５％）を措置。 

なお、本制度は、業種による制限はないため医療機関等も利用可能であり、また、事業

規模による制限がないため中小企業者等に該当しなくても利用可能です。 

②適用期限：令和3年3月31日 

③詳細については、経済産業省のホームページ「コネクテッド・インダストリーズ税制（IoT

税制）」

（ https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/iot-zeisei.ht

ml ）をご参照ください。 

以上 
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